
                                      

 

貯金保険機構中期業務目標（令和４～６年度）  
 

制定  令和４年４月１日  

改正  令和５年４月１日  

 

１．貯金保険機構の使命  

（１） 農水産業協同組合貯金保険法（以下「貯金保険法」という。）は、農水産業

協同組合（以下「組合」という。）が、貯金等の払戻しを停止した場合に必要

な保険金の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難組合に係る

合併等に対する資金援助、管理人による管理及び金融危機に対応するた

めの措置並びに農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する

措置等の制度を確立し、もって信用秩序の維持に資することを目的としてい

る。 

 

（２） 貯金保険機構は、貯金保険法に基づき昭和４８年９月に設立された認可法

人であり、同法の目的を達成するため、同法に基づく措置を適切に運用す

ること等を使命としている。 

 

（３） また、当分の間、東日本大震災への対応として、株式会社東日本大震災

事業者再生支援機構法（以下「事業者再生支援機構法」という。）に基づく

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構（以下「事業者再生支援機

構」という。）への出資等の適切な措置を講ずることとしている。  

 

２．貯金保険機構を取り巻く環境と当面の課題等  

（１） 我が国においては、全国で人口減少と高齢化が加速されると予想され、特

に山間農業地域においては、今後３０年間で人口が半減し、過半が６５歳

以上の高齢者になると見込まれる。  

これまでのところ、系統金融機関の貸出しや貯金が減少に転じている状況

にはないが、人口減少・高齢化により経済規模が縮小した場合には、貸出

しや貯金量が停滞・減少することも考えられる。 

また、低金利環境の継続等により、引き続き貸出金利息の低下や厳しい運

用環境が続くことが見込まれる。  

このような状況の下、農協においては、農業所得の向上に向けた各種の改

革等に取り組んでいる。このような金融環境の変化と組合の改革等の取組

については、今後とも注視していく必要がある。 



                                      

（２） 特に、最近においては 

  ① 社会経済情勢の変化、国際情勢の複雑化等により安全保障の裾野が

経済分野にも急速に拡大する中、経済安全保障の取組を強化・推進す

ること 

  ② デジタルトランスフォーメーション（DX）を通じ、様々な公的・民間サービス

を簡単かつ便利に利用できる社会を実現すること 

   が求められており、社会全体として、こうした取組を推進していくことが喫緊

の課題となっている。 

 

（３） 当機構は、万一、組合の破綻が発生した場合、貯金者に対する保険金の

支払、経営困難組合に係る合併等に対する資金援助、管理人による管

理、金融危機対応措置等に適切に対応する必要がある。  

これらの業務を迅速かつ的確に行うため、システム対応の更なる充実・強

化、正確な人格判定等の適正な貯金者データ整備及び立入検査を実施す

る必要がある。 

また、令和４年４月に改正貯金保険法が施行され、金融システムの安定を

図るための農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置

が導入されたことから、当該措置における業務の実施に係る実務面の検討

や態勢整備にも取り組む必要がある。  

更に、当機構は定員が２０名弱の小規模組織であり、組合破綻時の管理

人業務を遂行するには、系統機関等からの応援要員の確保が前提になっ

ていること等から、系統機関等の職員を含めた事務処理能力の向上や、系

統機関や行政との緊密な連携が極めて重要な課題となっている。  

 

（４） その他、貯金保険制度の運用やあり方の検討に資する他国の例を含めた

調査・研究及び東日本大震災による影響への対応を引き続き行う必要が

ある。 

 

３．中期業務目標（令和４～６年度）  

貯金保険機構は、上記の課題等を踏まえた中期的な業務指針として、以下のと

おり、令和４～６年度における「中期業務目標」を定めるものとする。  

なお、当該目標期間中に変更すべき事情等が生じた場合には、随時見直しを行

うものとする。 

① 責任準備金目標額の確実な達成に努めるとともに、責任準備金の積立目

標額及び保険料率の妥当性について、系統信用事業を取り巻く環境や金

融経済情勢の変化等を踏まえ、必要な検討を行う。  



                                      

② より適切な破綻処理スキームを確立するとともに、系統機関との連携を重視

した破綻処理態勢の整備・強化に努める。  

貯金保険法の改正に伴い導入された金融システムの安定を図るための農林

中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の業務の実施に係

る実務面の検討や態勢整備に取り組む。  

③ 迅速かつ的確な破綻処理に資するため、経済安全保障推進法＊1、マイナン

バー法＊2等への対応を含めた基幹システムの充実・強化を図るとともに、デ

ジタルトランスフォーメーション（DX）の進展を踏まえつつ、情報セキュリティの

強化に努める。 

*1 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律  

*2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律  

④ 貯金等に関するデータ整備を促進するため、系統機関や行政庁との連携強

化、立入検査の充実・強化を図るとともに、貯金者データ整備説明会の実

施や、組合における手順書等の整備を促進する。  

⑤ 組合の破綻時における事務処理能力の向上等を図るため、当機構職員の

みならず、系統機関職員等の管理人団候補者に対する研修・説明会を実

施するとともに、システム処理のシミュレーションテストを含めた実地訓練等

の充実に努める。 

⑥ 貯金保険制度の検討に資するため、海外の諸制度を含めた調査・研究等を

行う。 

⑦ 貯金保険制度及び貯金保険機構の業務に関する広報に努める。 

⑧ 責任準備金見合資産の安全かつ効率的な運用・管理に努める。 

⑨ 東日本大震災に関する事業者再生支援機構法に係る機構の特例業務に

関して、事業者再生支援機構、関係当局等の間で適切に対応する。  

⑩  以上の目標の達成に向けて、貯金保険機構の業務におけるデジタルトラン

スフォーメーション（DX）を推進する。 

 

４．各年度における業務運営方針  

貯金保険機構は、上記の「中期業務目標」及び前年度までの業務実績等を踏

まえ、毎年、当該年度の「業務運営方針」を策定するものとする。  

 


